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第2部 

下水道事業の現状 
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①未普及対策 

 

◆下水道及び汚水処理施設の普及の状況 

◆下水道の整備状況 

現在の計画では、市街化区域及び市街化区域以外の効率的な地域で整備を予定してま
す。しかし、市街化区域においても、下水道の未整備地域が多く存在しています。 

下水道と農業集落排水施設、合併浄化槽をあわせた汚水処理⼈⼝普及率は84.2％で、そ
のうち下水道処理⼈⼝普及率はＲ1年度末では67.6％です。未だに1１万⼈の市⺠の汚水処
理がなされておらず、衛生的で快適な生活をおくれていない状況にあります。 

 （1）施策の現状 
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◆効率的な下水道整備の取組 

◆未普及10年概成に向けた国の動向 

本市は、低平地の軟弱地盤が広がる等下水道整備にあたりコストが⾼くなる傾向にあり
ます。このため、低コスト技術による整備を⾏う等効率的な下水道整備を進めています。 

国⼟交通省、農林水産省、環境省では、⼈⼝減少による投資余⼒の減少や⽼朽化施設の
増大等を踏まえ、H26年に各⾃治体に対し、今後概ね10年での未普及の概成と実現のため
のアクションプランの策定を要請しています。また、国⼟交通省においては、⼀定の条件
を満たすアクションプランにもとづき事業を進める⾃治体に⼿厚く⽀援する等10年概成に
向けた取組を推進しています。 

施工年度 箇所数 コスト縮減額（万円）
H28 7 242
H29 9 116
H30 39 534
R1 16 239

合計 71 1,131

曲管使用箇所数および縮減額

※平均縮減単価：約16万円
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②浸水対策 
◆浸水被害等の現状 

◆水害に脆弱な都市 

岡山平野は、標⾼の低い平地が広がる等水害に脆弱な地形です。岡山市の水害被害額は
H26〜H30の5年間で政令市で2番目に大きな状況にあります。 

全国的に集中豪⾬が増加傾向にあり、毎年のように各地で多くの浸水被害が多く発生し
ています。本市でも多くの浸水被害が発生し、被害の規模も増加傾向にあります。 

１時間降水量50㎜以上の年間発生回数（気象庁資料より）（全国のアメダスによる観測値を1300地点あたりに換算した値） 
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◆浸水対策の取組状況（ハード事業） 

現在は、過去に浸水被害が発生した地域等を中心に、⾬水管渠やポンプ場の整備等を推進
しています。しかし、施設整備（ハード対策）には多くの時間が必要であり、対策の必要な
個所が多く残っています。 

総合的な浸水対策として、ハード対策だけでなく、⾬水貯留タンク及び流出抑制施設の設
置などのソフト対策を⾏うことで、⾃助・共助の取組みを推進しています。 

◆浸水対策の取組状況（ソフト事業） 

※平成27年度末の状況 
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下水処理場、ポンプ場の建築構造物のうち耐震基準を満たしている割合は23％となって
います。耐震対策には多くの時間が必要であり、対策が必要な施設が多く残っています。 

③耐震・耐津波対策 
 
◆想定される震度、津波⾼ 

◆耐震対策の現状 

南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中、市内では最大震度6強の揺れが想定されてい
ます。また、津波についても、市南部を中心に最大2.6mの津波の発生が想定されていま
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◆耐津波対策の現状 

◆BCP（業務継続計画）の取組 

南海トラフ巨大地震の発生により津波被害が想定される施設は、処理場で1施設、ポンプ
場で9施設あります。H25年3⽉に⽰されたこれらの想定を踏まえ、対策について現在検討
を進めています。 

地震・津波への対策には多くの時間が必要なため、大規模な地震・津波が発生し、下水
道施設が被災した場合でも、速やかに機能の維持・回復を図るBCPが重要です。下水道河
川局では、H26年度に下水道BCPを策定しました。H27年度から、初動対応について実施
訓練を⾏っています。 

令和2年度末時点 
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④環境対策 
◆下水道汚泥のリサイクルの現状 

◆電⼒の使⽤状況 

下水道の普及に伴い、下水汚泥の発生量は年々増加しています。発生した汚泥は、現在
100%有効利⽤しています。⼀⽅、有効利⽤の形態のうち多くの割合を占めるセメントの
処分費は、年々増加傾向にあります。 

岡山市役所の業務で使⽤する全電⼒量のうち、下水道は3番目に多い14.8％を占める電
⼒使⽤量の大きな事業です。このうち、最も使⽤量の多い岡東浄化センターでは近年、汚
泥処理や散気装置の効率化により使⽤電⼒量の効率化を図っています。処理場により整備
年度や水処理⽅式、処理水量が異なることもあり、電⼒量の原単位（1㎥の下水を処理する
のに要する電⼒量）には大きな差があります。 

局別電⼒使⽤量（R1年度） 

※流通団地はR2年度、芳賀佐⼭はR3年度廃⽌ 
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◆省エネルギーの取組状況 

◆⾼度処理の取組状況 

使⽤電⼒量の削減のため、施設の改修に合わせた省エネルギー設備の導入や省エネル
ギー運転の取組を推進しています。 

児島湖等の閉鎖性水域の水質保全のため、下水の処理にあたっては排水基準を遵守し、
より良い水質を確保しています。また、⼀般的に⾼度処理（※）には多くの電⼒を使⽤す
るため、水質と電⼒のバランスを考慮した運転を進める必要があります。 
※ ⾼度処理︓閉鎖性水域等の水質保全のため、原因物質となる窒素（N)やリン（P)等を多く除去する処理⽅法。 

※流通団地はＲ２年度、芳賀佐⼭はＲ３年度廃⽌ 
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清掃については、つまりやすい箇所を中心に年間約10ｋｍ程度を実施しています。修繕
については、古い管渠の多い旭⻄処理区を中心に年間約300箇所程度を実施し、その数は
増加傾向にあります。改築については、腐⾷箇所や旭⻄処理区を中心に年間約1km程度を
実施しています。 

 
①施設（もの）の現状 
◆管渠の布設状況 

◆管渠の維持管理の状況 

 

 

市内には、約2，500ｋｍの下水道管が存在しています。このうち、標準耐⽤年数の50年
を経過した管渠は、令和元年度末で113km（5％）ですが、10年後には31ｋｍ（12％）、
20年後には566ｋｍ（27％）に増加する⾒込みです。特に陶管やコンクリート管につい
て、⽼朽化した管の増加が⾒込まれます。 

 （2）下水道事業の経営資源（ひと・もの・かね）の現状 
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◆下水道管に起因する道路陥没の発⽣状況 

◆下水処理場・ポンプ場の整備状況 

下水道管の⽼朽化等に起因する道路陥没が、R1年度では年間136件発生しています。こ
のうち、幅及び深さとも50cmを超える陥没が18件発生しているほか、幅、深さのいずれ
かが50cmを超える陥没も全体の約5割を占めます。原因としては、陶管の破損により管の
周囲の⼟砂が下水管の中に流出し空洞化することによるものが最も多くなっています。 

市内には処理場が9箇所、ポンプ場が27箇所存在します。このうち、設備の⼀般的な標
準耐⽤年数である15年を経過した処理場が9箇所、ポンプ場が25箇所存在しています。 

（令和元年度末現在の状況） 
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処理場、ポンプ場は⽇常の管理の中で定期的な点検や法令点検、整備等を実施していま
す。また、消耗、⽼朽化した部品については、取替えを⾏う等必要な修繕を計画的に実施し
ています。さらに、⽼朽化した施設について、数年前から計画的な改築を実施しています。 

処理場、ポンプ場の設備等については、順次、劣化診断を⾏い健全度の評価を実施して
います。これまで公共下水道のうち、2処理場、21ポンプ場で診断を実施しています（平
成26年度末時点で、15年以上経過した施設のほぼ全て）。診断の結果、設備等6,206点の
うち、改築・更新が必要な健全度2以下の設備が1,358点(21.8%)となっています。特に、
故障した場合に下水の処理・排水に大きな影響を及ぼす電気設備について、健全度の低い
ものが多数存在しています。 

◆下水道処理場・ポンプの維持管理の現状 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆設備の⽼朽化等の現状 
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◆農業集落排水施設の現状 

農業集落排水施設は、管渠延⻑約160㎞、処理場29箇所となっており、公共下水道と⽐
較しても処理場数が著しく多くなっています。施設の⽼朽化が進む中、施設の統廃合も含
めた対策が課題となっています。 

※令和2年3月末 
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②経営（かね）の現状 
 

◆下水道事業会計の決算状況 

収益的収⽀（税抜）は均衡しています。また、減価償却費等の現⾦⽀出を伴わない⽀出
や現⾦収入を伴わない収入（⻑期前受⾦戻入）を除外した事業会計全体の資⾦収⽀（税
込）も均衡しています。ただし、後述のとおり、使⽤料で賄うべき⽀出の⼀部を収入で賄
えていない状況にあり、不⾜額を⼀般会計から繰入れている(※)状況です。 

 
 

 

※ ⼀般会計繰入⾦には、⾬水処理費等、⼀般会計からの繰入れが当然に必要なものが多くを占めており、全て
が収入不⾜の補填ではありません。 

※ 損益取引（収益的収入と収益的⽀出）と資本取引（資本的収入と資本的⽀出）は、⼀般会計等にはない公営
企業会計独⾃の概念です。企業の経営活動は、投下された「資本」を製品等のサービスに変え、これを営業
活動により営業収益として現⾦等に転化し、最終的に「資本」増加を目的とする活動であると⾔えます。正
確な企業の経営活動を把握するためには、資本の増加という企業活動の結果を、営業活動による損失や利益
の結果として生じたもの（損益取引によるもの）とそれとは関係ない資本独⾃の増減（資本取引によるも
の）とを明確に区分する必要があります。 

令和元年度決算 
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◆建設改良費（施設整備費）の推移 

◆維持管理費の推移 

（注）数値はそれぞれ四捨五入しているため、合計が⼀致していない場合がある 
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建設改良費は、平成8年前後のピーク時には年間300億円以上を投資していましたが、近
年は概ね100億円程度で推移しています。（特に、平成5年から平成13年にかけては、幹線
管渠を先⾏的・集中的に整備してきました。） 

維持管理費は、年間50億円弱で推移しています。 
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◆企業債の発⾏額、元利償還額等の推移 

 

◆下水道使⽤料と⼀般会計繰⼊⾦の推移 

企業債の発⾏額は、平成15年度以降、100億円前後で推移しています。⼀⽅、企業債償
還額（元⾦と利⼦の合計）は、平成16年度以降、200億円前後で推移しています。この結
果、企業債残⾼は、平成18年度以降減少傾向となっています。 

使⽤料収入は、普及率、接続率の上昇に伴い着実に増加しています。⼀般会計からの繰
入⾦は、使⽤料収入の増加等に伴い、近年、減少しています。 
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下水道経営においては、⾬水や汚水のうち公費で賄うべきとした経費を除いた処理費を
汚水処理費とし、これを使⽤料で賄うことを目標の１つとして事業を実施しています。 

経営の状況を⾒ると、使⽤料で賄うべき汚水処理費（使⽤料対象経費）に対して、現状
では下水道使⽤料収入で100％は賄えていない状況です。（資本費充当率 95.9％、経費回
収率97.4％） 

◆汚水処理費に対する下水道使⽤料収⼊の現状 

 接続率(※)は近年上昇を続けており、令和元年度末89.6％となっています。特に、職員の
訪問による接続促進等を開始した平成22年度以降、⾼い伸びを⽰しています。また、接続促
進活動のほか平成24年度からは接続への補助制度を開始し、⼀層の接続促進を進めていま
す。 

※接続率︓下水道を使えるようになった区域（供⽤開始区域）のうち、下水道に接続している割合 

 

    現状で賄えていない主な要因 

    ・未だ整備途上であり、普及率、接続率が低く、使⽤料収入が少ないこと 
    ・過去の企業債の償還が多く残っており、資本費が大きくなっていること 

◆下水道への接続率の推移 

主な接続促進活動の実施状況 
年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

出前授業（校） 10 14 17 13 6 6 4

イベント実施日数（日） 8 11 7 3 3 4 4

未接続家屋調査（件） 7,932 7,704 7,932 7,896 8,259 6,812 5,465

接続依頼訪問回数（回） 14,645 14,447 14,910 7,240 7,370 7,168 8,047

 百花彩 

出前授業 緑化フェア 

地域と下水道のふれあいデー 



 

28 

 

 

ベテラン職員によるOJTや職場内研修、外部の研修会への参加等により、新任・若⼿職員
の専⾨的知識や技術の向上を図っています。 

①管理体制（ひと）の現状 

◆下水道職員の現状 

◆⼈材育成の取組状況 

令和元年度の下水道に係る正規職員数は134名です（嘱託職員を除く）。再任⽤職員や
嘱託職員の活⽤のほか、⺠間企業への委託等により事務の効率化を図っています。近年、
30~40代の職員が減少傾向にある⼀⽅、20代の職員が増加しており、これら若⼿職員への
技術継承、育成が課題となっています。 

職種別職員数の推移

※出向・育休・河川部門の職員は除く

年齢別構成比率
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 （3）将来の改築・更新需要の推計 

①管渠 
管渠の管種、整備年度をもとに、耐⽤年数、平均的な改築費を設定し推計しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 本市の場合、昭和50年代から整備が本格化したこともあり、当面の改築・更新費は5〜10億円/
年程度と⾒込まれますが、20年後頃から増加し、ピーク時には200億円/年程度の需要が予測され
ます。このため、⻑寿命化や対策の前倒し等により予算の平準化の取組を計画的に進める必要が
あります。 

持続的な下水道事業を実現するためには、中⻑期的な改築・更新需要を把握し、事業を計画す

る必要があります。このため、将来の改築・更新需要を推計しました。 

 
◆基本的な考え方 

◆推計 

改築・更新需要の予測にあたっては、資産の状況や将来の⽼朽化の進⾏を適切に把握・予
測する必要がありますが、現在は、その取組を進めている途上です。 

このため、今回の改築・更新需要予測にあたっては、現状で把握できている資産の内容
（管渠の場合は管種・延⻑、処理場・ポンプ場の場合は⼀部の施設における設備ごとの資
産額・健全度調査結果）や、全国的な傾向、施設を管理する職員から聞き取った内容をも
とに改築・更新需要を予測しました。 

したがって、今後、より⼀層の資産状況の把握や予測⼿法の向上等を図り、予測精度を向
上させる必要があります。また、それらに伴い、今回の予測も変更になる可能性がありま
す。 
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②処理場・ポンプ場 
これまで診断した電気・機械設備ごとの資産額、健全度、耐⽤年数をもとに推計しま

した（全設備のうち診断済みの約6,000点で推計）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成28年度の需要額が大きいのは、現状で⽼朽化した施設が多いためであり、この改善のた

め、平成21年度より計画的な改築・更新を進めています。 
診断済みの設備を⽤いた推計では、年度によりばらつきはありますが、約4億円/年の改築・更

新が⾒込まれます。これを、仮に処理場・ポンプ場の設備全体の資産額で割増すと、設備につい
ては約10億円/年程度の改築・更新費が推計されます。 

また、処理場・ポンプ場の⼟⽊・建築についても将来的な改築・更新が⾒込まれますが、建
替・移転の⽅法により大きく異なること、また、これらについては他都市も含め⼗分な実績がな
いことから、処理場・ポンプ場のこれまでの投資実績等をもとに、約10億円/年程度と⾒込みま
す。 
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管渠や処理場・ポンプ場の将来の改築・更新需要について、平準化を⾏った場合で
も、40年後には年100億円程度の改築・更新需要が⾒込まれます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 なお、これらは、現在把握している資産の情報、知⾒に基づき推計したものであり、今後、変
更になる場合があります。また、将来の改築・更新需要に適切に対応できるよう⻑寿命化や平準
化を計画的に進めていく必要があります。 

◆将来の改築・更新需要（平準化した場合） 
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